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環境省における熱中症対策
― 近年の異常気象の傾向と対策のポイント ―

環境省大臣官房環境保健部企画課熱中症対策室環境専門調査員 中　山　美　恵

１.はじめに「改正気候変動
適応法」について

近年、気温の上昇、動植物の分布域の
変化など、気候変動の影響が全世界的に
起きつつある。気候変動による健康への
影響は、熱中症死亡者の増加のみならず、
それ以外にも自然災害による被害者の増
加、節足動物媒介感染症の拡大など多岐
にわたり、まさに人類や地球上に生きる
全ての生物にとって、生存基盤を揺るが
す危険と言える状況である。

わが国では、従来「地球温暖化対策の
推進に関する法律」（平成 10 年法律第
117 号）の元で、温室効果ガスの排出削
減対策（緩和策）を進めてきたところで

あるが、気候変動に対処し、国民の生命・
財産を将来にわたって守り、経済・社会
の持続可能な発展を図るために、平成
30年６月に「気候変動適応法」（平成 30
年法律第 50号）が新法として制定され、
同年 12月に施行された。しかしながら、
この気候変動適応法の施行後においても、
国内の熱中症死亡者数の増加傾向が続い
ていること、また諸外国において極端な
高温現象の発生なども起きており、地球
温暖化が進行することで、わが国におい
ても熱中症による被害がさらに増加する
恐れがあることから、熱中症対策をより
一層推進するために、熱中症の発症の予
防を強化する仕組みを創設するなどの措
置を講じることを目的に、「気候変動適

応法および環境再生保全機構法の一部
を改正する法律」（令和５年法律第 23
号 .以下、「改正気候変動適応法」という）
が令和５年５月に制定され、令和６年４
月１日に全面施行された（図－１）。

２.日本の暑熱の状況、熱中
症の救急搬送人員、熱中
症の死亡者数等

(１)日本の暑熱の状況
気象庁の公表資料によると、日本の年

平均気温は、この 100 年間で約 1.38℃
の割合で上昇している。特に、令和７年
は、令和５年および令和６年を上回り、
わが国の観測史上１位となる高温となっ
た。また、改正気候変動適応法に基づく、

図－１　気候変動適応法および環境再生保全機構法の一部を改正する法律の概要



（寄稿文）11

「熱中症警戒情報」（以降、熱中症警戒ア
ラート）の述べ発表回数※注１は、年々増
加しており、令和７年夏は合計 1,749
回と史上最多の発表となった。

※注１：熱中症警戒アラートは、ある
地域に複数回（別日）に発表される
ことがあるため、これを複数回とし
てカウントしている。

(２)熱中症の受診者数、救急搬送人
員、死亡者数

環境省が作成している「熱中症環境保
健マニュアル 2022」※注２では、「高温環
境下に長期間いたとき、あるいは、いた
後の体調不良はすべて熱中症の可能性が
あります。」としている。また、熱中症
には、重症度の観点から、Ⅰ度（軽症）、
Ⅱ度（中等症）、Ⅲ度（重症）、Ⅳ度（最
重度）に分類することができるが、軽症
については、医療機関を受診することな
く回復する場合もある。このため、医療
機関を受診していない例も含めて、わが
国で熱中症がどれくらい起きているかに
ついて、正確な患者数は把握されていな
い。

※注２：環境省では、「熱中症環境
保健マニュアル2022」について、現
在、改訂の議論を行っているところ
であるため、今後、記載した表現等
が変更される可能性がある

①診療報酬明細書のデータによる熱中
症患者数

厚生労働省が管轄する診療報酬明細書
（レセプト）に記載されているデータの
分析によると、「熱中症」として医療機
関を６～９月の間に受診した患者数は、
毎年 30～ 60 万人程度となっており、平

均気温等が暑い年は、受診した患者数が
多くなると報告がある。
②総務省消防庁による熱中症の救急搬
送人員

総務省消防庁では、平成 20 年より、
毎年５月から９月末の期間における熱中
症による救急搬送人員を公表している。
最新の公表情報（令和７年 10 月 29 日、
令和７年度の確定数）によると、令和７
年（５月～９月）の全国における熱中症
による救急搬送人員の累計は、100,510
人と調査開始以降、最多の搬送人員で
あった。

そのうち、65 歳以上の高齢者が占め
る割合は６割近くとなっている。しかし
ながら、65 歳未満の成人の割合も高齢
者に継ぐ 33.9％と高い割合であり、高
齢者だけでなく幅広い年代において注意

が必要である（図－２）。
③厚生労働省人口動態統計による熱中
症の死亡数

厚生労働省では、人口動態統計（確定
数）として、年度別にみた熱中症による
死亡者数を公表している。最新の公表情
報（令和７年９月 16 日、令和６年度の
確定数）によると、令和６年の熱中症死
亡者数は、2,160 人とこれまでの中で２
番目の多さであった。なお、この熱中症
死亡者数のうち、65歳以上であるものは、
1,835 人（85.0％）となっている（図
－２）。
④熱中症死亡者数の状況
東京 23 区において、熱中症にて死亡

した 306 名のうち８割以上が、65 歳以
上の高齢者であった。また、屋内で死亡
した方も８割以上であった。屋内で死亡

図－２　熱中症のうち高齢者が占める割合

出典：（左）厚生労働省人口動態統計（令和７年９月16日）を基に環境省が作成

　　　（右下）総務省消防庁報道発表資料（令和７年10月29日）を基に環境省が作成

図－３　令和６年度夏の熱中症死亡者の状況

出典：東京都監察医務院のデータ（令和６年夏の熱中症死亡者数の状況【東京23区(確定値)】）を基に、環境省作成
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した方の８割がエアコンの使用無であり、
熱中症死亡者におけるエアコンの未使用
率が高かった。エアコンはあるものの、
使用していない割合が 63％を占めてお
り、経済的な理由や習慣的な理由が考え
られるが、適切にエアコンを使用するこ
とで、熱中症による死亡を減らすことに
つながる（図－３）。

３.改正気候変動適応法の概
要

(１)政府による熱中症対策実行計画
の策定

熱中症対策の推進に関する実行計画と
して、政府は、熱中症対策の集中的かつ
計画的な推進を図るため、熱中症対策実
行計画（以下「実行計画」という。）を
定めることとされた（新法第 16条）。

これに基づき、政府では、令和５年５
月に実行計画を閣議決定している。この
実行計画では、令和 12 年までに、熱中
症による死亡者数を現状から半減するこ
とを中長期的な目標とし、これに向けて、
国、地方公共団体、事業者等の関係者の
基本的な役割や、命と健康を守るための
普及啓発および情報提供などからなる熱
中症対策の具体的施策等を定めている。
関係府省庁では、この実行計画に基づい
て、「熱中症予防強化キャンペーン」な

どの熱中症対策の取組を連携して実施し
ている。

(２)熱中症警戒情報および熱中症特
別警戒情報

政府では、従来、熱中症のなりやすさ
を示す「暑さ指数（WBGT（湿球黒球温度）：
Wet Bulb Globe Temperature）」※注３とい
う指標に基づいて、国民に危険な暑さへ
の注意を呼び掛けており、例えば、令和
３年度からは、翌日のある府県予報区等
内の暑さ指数が 33 を超えると予測され
た場合に、環境省と気象庁が連携して「熱
中症警戒アラート」を発表している。

※注３：人体と外気との熱のやり取り
（熱収支）に着目した、気温、湿
度、日射・輻射、風の要素をもとに
算出する熱中症の発生リスクを示し
た指標。

改正気候変動適応法では、この「熱中
症警戒アラート」をより実効性のある仕
組みとするため、「熱中症警戒情報」と
して法的に位置づけるとともに、重大な
健康被害が発生するおそれのある場合に
発表する「熱中症特別警戒情報」が創設
されることとなった。

まず、「熱中症警戒アラート」につい
ては、環境大臣は、気温が著しく高くな
ることにより熱中症による人の健康に関

わる被害が生ずるおそれのある場合に発
表することとされた（新法第 18条）。具
体的には、全国 58 に分けた府県予報区
等を単位として、この予報区内の情報提
供地点におけるある日の暑さ指数の最高
値が 33 以上（小数点以下を四捨五入）
と予測される場合に、熱中症警戒アラー
トを発表している（図－４）。

次に「熱中症特別警戒アラート」につ
いては、環境大臣は、気温が特に著しく
高くなることにより熱中症による人の重
大な健康被害が生ずるおそれがある場合
として認めるときに、熱中症特別警戒情
報を発表し、関係都道府県知事に通知し
（新法第 19 条第１項）、環境大臣から熱
中症特別警戒情報の発表に係る通知を受
けた都道府県知事は、関係市町村長にそ
の旨を通知し、都道府県知事から通知を
受けた市町村長は、住民等に伝達しなけ
ればならないとされた（新法第 19 条第
２条および第３項）。具体的には、都道
府県を単位として、都道府県内の全ての
情報提供地点におけるある日の暑さ指数
の最高値が 35 以上（小数点以下を四捨
五入）と予測される場合に、熱中症特別
警戒アラートを発表することとしている
（図－５）。

なお、令和３年の熱中症警戒アラート
の運用開始以来の延べ発表回数、発表日

図－４　熱中症警戒アラートについて

出典：令和７年度第１回熱中症特別警戒情報等に関するワーキング・グループ（令和７年11月13日開催）資料１
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数、発表地域数は表－１、図－６の通り
である。

熱中症警戒アラートの延べ発表回数は
年々増加していること、令和５年には全
国全ての予報区で発表されていることを
踏まえれば、熱中症はいつでもどこでも
発生する可能性がある。例年７～８月の
発表回数が多い状況ではあるが、５月か
ら発表されており、早期からの暑熱順
化※注４等の熱中症対策が重要である。な
お、令和６年より運用が開始された熱中
症特別警戒アラートについては、現時点
では発表がないが、アラートの発令の有
無に関わらず、熱中症予防行動に努めて
いただきたい。

※注４：暑さに体が慣れること。本格
的に暑くなる前の時期から、「暑熱
順化」することによって、熱中症の
リスクの高い環境にさらされても熱
中症になりにくくなる。

(３)指定暑熱避難施設
熱中症特別警戒アラートが発表された

場合に、冷房設備を使用できない地域の
住民等に対して開放される施設が、指定
暑熱避難施設（通称、クーリングシェル
ター）である。

改正気候変動適応法では、市区町村長
は、熱中症による人の健康に関わる被害
の発生を防止するため、当該市区町村長
の区域内の施設において指定の要件に適
合するものを、指定暑熱避難施設として

指定することができる（新法第 21 条第
１項）。なお、指定暑熱避難施設の指定
要件は、①当該施設が適当な冷房設備を
有すること、②熱中症特別警戒情報が発
表されたときは、当該熱中症特別警戒情
報の期間中、当該施設を住民その他の者
に開放することができること、③住民そ

の他の者の滞在の用に供すべき部分につ
いて、必要かつ適切な空間を確保するこ
と、の３点である（新法第 21 条第１項
第１号および第２号並びに規則第４条）。

熱中症特別警戒アラートが発表された
とき、指定暑熱避難施設として指定を受
けた施設の管理者は、あらかじめ定めた

表－１　熱中症　延べ発表回数、発表日数、発表地域

図－６　令和７年度　熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラートの発表状況

出典：令和７年度第１回熱中症特別警戒情報等に関するワーキング・グループ（令和７年11月13日開催）資料１

図－５　熱中症特別警戒アラートについて

出典：令和７年度第１回熱中症特別警戒情報等に関するワーキング・グループ（令和７年11月13日開催）資料１
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開放可能な日および時間帯において当該
指定暑熱避難施設を開放しなければなら
ない（新法第 21条第５項）。また、市町
村長は、指定する指定暑熱避難施設の管
理者との間において、施設の開放可能日
等、受け入れ可能と見込まれる人数等を
定めた協定を締結する必要があり（新法
第 21 条第２項および第３項並びに規則
第５条）、さらに、市町村長は、指定し
た指定暑熱避難施設の名称、所在地、開
放可能日等並びに開放により受け入れ可
能と見込まれる人数を公表しなければな
らない（新法第 21条第４項）。令和７年
10 月時点の実績としてすでに全国の市
区町村の半数超（1,182）、施設数にし
て２万施設超（23,311）で指定がされ
ており、環境省としては、引き続き、こ
の指定がさらに拡がるよう、地方自治体
の取組を支援していく（図－７）。

市町村による指定暑熱避難施設の指定
状況については、環境省熱中症予防サイ
トでリンク集を公開している。

(４)熱中症対策普及団体
地域における熱中症対策については、

地域に根ざした熱中症対策の普及啓発等
の取組を行う民間の力を活用することで、
地域単位で、熱中症対策としての予防行
動の普及啓発をより推進し、近年高止ま
りしている熱中症による救急搬送人員や
死亡者数の減少につなげていくことが必
要である。こうした地域の団体による熱
中症に関する住民等への普及啓発や相談、

助言を効果的、効率的に実施できるよう
に設けられたのが、「熱中症対策普及団
体」（以下「普及団体」という。）の指定
制度である。

具体的には、市町村長は、事業者およ
び住民への啓発活動、住民からの相談対
応・助言等の熱中症対策普及事業を実施
する法人（例えば、訪問介護等の社会福
祉事業を行っている法人）などで、一定
の基準に適合すると認められるものを、
その申請により、普及団体として指定す
ることができる（新法第 23 条第１項お
よび第３項各号並びに規則第６条）。

普及団体の具体的な活動としては、熱
中症に対する適切な予防行動等の知識を
地域住民等に一般的に広く知らせること
や、高齢者等への声かけとして、訪問時
に熱中症警戒情報等の確認、こまめな水
分・塩分補給、適切な冷房設備使用等の
熱中症予防行動を働きかけること等が考
えられる。

(５)熱中症予防行動と普及啓発につ
いて

環境省では、熱中症警戒アラートの情
報を確認すること、熱中症になりやすい
高齢者やこども等に見守り・声掛けを行
うこと、エアコンを適切に使うこと、こ
まめな水分塩分補給を行うことの４つの
熱中症予防行動を WEB サイトや LINE、Ｘ
での情報発信のほか、ラジオや各地のデ
ジタルサイネージ、政府広報等を通じて
情報発信を行っている（図－８，９）。

４.職場環境での注意事項

環境省で作成している「熱中症環境保
健マニュアル 2022」において、職場環
境での注意事項を掲載している。職場に
おける熱中症が生じやすい要因は、炉や
高温物体があること、周囲のペースに合
わせなければならないこと、身体を動か
す時間が長いこと、体調に合わせて休憩
しにくいことがあげられる。1960 年代
までは、鉱山、紡績、金属精錬、船内作
業などの職場で、熱中症が多発していた
が、栄養状態の改善、機械化が進んだこ
とに加えて、冷房も普及し重度の熱中症
は激減すると考えられた。しかし、都市
化や地球温暖化により、暑さが厳しさを
増し、労働災害における熱中症による死
傷者の発生数は、増加し高止まりである。
熱中症死亡者、休業者の発生時刻を見る
と、体温が上昇しやすい 14 ～ 16 時、
11時にピークが認められる。業種別では、
建設業が最多であり、次いで製造業が多
い。年齢別の死傷者率は、年齢とともに
大きくなり、65 歳以上は、25 ～ 29 歳
の２倍以上であるが、19 歳以下の若年
者も非常に多い（図－ 10）。

暑い現場での作業開始後、熱中症によ
り、死に至るまでの経過日数は、初日が
最も多く、２日目以降次第に減少するが、
10 日以上経過後の死亡も多数ある。地
域別の死亡者の状況を見ると、関東、東
海、近畿で半数以上を占めるが、北海道
や東北でも発生している。熱中症予防の

図－７　クーリングシェルターを指定している市区町村数およびクーリングシェルター施設数の推移
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ためには、「環境」、「作業」、「人」に分
けて検討する必要がある。「環境」の要
因には、高温、多湿、発熱体から放射さ
れる赤外線による熱、無風または熱風が
ある。特に多湿な環境では、汗が蒸発し
にくく、体温の調整に無効な発汗が増え
て、脱水状態に陥りやすくなる。そのた
め、太陽光や高温の物体からの赤外線を
屋根等で遮り、風通しを確保するように
工夫が必要である。「作業」の要因とし
ては、暑さに慣れていない時期、高い身
体負荷、長時間連続で休憩の少ない作業、
通気性や透湿性の悪い衣服や保護具の着
用等がある。特に化学防護服を着て行う
作業では、汗がほとんど蒸発せず、体温
が上昇しやすいため、梅雨明けや休み明
けの急に暑くなった時期では、なるべく
連続作業を減らし、休憩の頻度を増やし、
化学防護服を脱がせることで、休憩中に
体温を正常化し、脱水を予防できるよう
な工夫も重要である。また、作業場所で
は暑さ指数を測定し、熱中症リスクを把
握することも必要である。図－ 11 右側
の表に示した WBGT 基準値は、身体作業
強度および暑熱順化の有無に応じた値で、
健康な作業者を基準に、それ以下の暑熱
環境に暴露されても、ほとんどの人が熱
中症を発症する危険のないレベルに相当
するものとして設定されている。作業場
所で測定した暑さ指数が、図－ 11 右側
の表の基準値を超えるまたは超えている
と考えられる状況では、その作業場所は
熱中症の発生リスクが存在すると判断し
て、作業環境管理、作業管理、健康管理
の観点から実施できる対策を可能な限り
実行することが求められる。管理面の主
要な対策の一つとして、暑さ指数に応じ
た十分な休憩時間の確保が挙げられる。
休憩時間の目安は、暑熱順化した作業者
において、暑さ指数が基準値程度から
１℃程度超えているときには、１時間当
たり 15 分以上の休憩、２℃程度超えて
いるときには、30 分以上の休憩、３℃
程度超えているときには、45 分以上の
休憩、それ以上に超えているときには、
作業中止が望まれる。作業者が暑さに十
分に慣れていない場合は、これらの目安
よりもさらに多めの休憩時間の確保が必
要である。暑さへの順化には数日から一
週間程度の時間がかかる。順化するまで
は、汗を上手にかけず、体温が上がりや
すいので注意が必要である。また、熱中
症の発生には体調や健康状態が大きく影
響する。睡眠不足等で体温が正常化しな

いまま、翌日の仕事を始めることも適切
ではない。加えて、脱水や食事抜きのま
ま仕事をするのは非常に危険である。管
理者におかれては、体調を正直に申告で
きるような雰囲気を作り、作業者が体調

不良の場合は、暑いところでの作業は中
止し、食事や水分をとって、体調が回復
してから作業に従事させる必要がある。
また、血糖値が高いと血管拡張が妨げら
れ尿量も増えるので、脱水状態を生じや

図－10　熱中症環境保健マニュアル2022（１）

図－９　熱中症予防情報サイトへのアクセス状況

図－８　熱中症予防行動
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図－12　熱中症環境保健マニュアル2022（３）

図－11　熱中症環境保健マニュアル2022（２）

すくなる。皮下脂肪が厚い人は、体表面
から熱を放散しにくく、高血圧や精神疾
患等の治療のために処方される薬には、
尿量を増やしたり汗が出にくくなったり
するものもあり、熱中症を生じやすくな
る。発熱や下痢等の脱水も熱中症を助長
する。持病や内服薬と暑熱作業との関係
は、主治医に事前に確認しておく（図－
11）。

職場における熱中症の予防は、３つの
時期に応じて対策を行っていただきたい。
４月以前は「熱中症予防対策の準備」の
時期であり、７つの準備を指導している。
１つめは、暑さ指数を把握するための、
JIS 規格に適合した WBGT 指数計の準備。
２つめは、暑さ指数に応じた、余裕を持っ

た作業計画の策定。３つめは、設備対策・
休憩場所の確保の検討。４つめは、通気
性のいい作業着の準備や、身体を冷却す
る機能を持つ服の検討。５つめは、教育
研修の実施。６つめは、熱中症予防管理
者の選任も含めた労働衛生管理体制の確
立。７つめは、体調不良時に搬送する病
院や緊急時の対応など、緊急時の措置の
確認・周知である。５月から９月の「熱
中症予防対策」の時期には、暑さ指数の
把握、熱中症予防対策として準備した事
項の実施と暑さ指数に応じた対策の実施、
管理者による暑さ指数を確認、巡視など
を通じた、暑さ指数の低減対策の実施状
況や、作業者の熱への順化、水分・塩分
の摂取、体調などの状況の確認が挙げら

れる。特に梅雨明け直後は、暑さ指数に
応じて、作業の中断、短縮、休憩時間の
確保を徹底するなど特に注意が必要であ
る（図－ 12）。

５.今後に向けて

直近５年間、気温が急激に上昇してい
る。熱中症による死亡者数は毎年千人を
超え、令和６年度は 2,000 人を超えた。
熱中症は、死亡する危険がある病気であ
る一方、予防することができる。今後も
より暑い夏が来ることを前提に、政府の
掲げる目標である熱中症による死亡者数
半減に向けて、政府全体で取り組んでま
いりたい。


